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令和４年第２回 

北竜町農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時  令和４年２月２４日(木) 午後 1時25分から午後 1時 55分 

 

２．開催場所  すこやかセンター2階 会議室 

 

３．出席委員（11人） 

 

１１番 水谷 茂樹（会 長）  7番 善岡 浩樹（会長代理） 

１番 松田  力   ２番 中村 広治   ３番 北清 裕邦 

４番 植松 春雄   ５番 澤田 正人   ６番 藤崎 正雄 

８番 川瀨  崇   ９番 川島 史伸    １０番 高田 秋光 

 

４．欠席委員（ 0人）   

    

５．議事日程 

第 １ 会議録署名委員の選出   善岡 浩樹   川瀨  崇     

第 ２ 会議書記の指名      川本局長、滝上推進員、手嶋主事 

第 ３ 農政報告                参 与 續木課長 

第 ４ 会務報告                事務局 川本局長 

第 ５ 議事参与の制限           あり（高田委員） 

第 ６  報告第４号 農業者年金（旧制度・老齢年金）裁定請求の進達について 

第 ７  報告第５号 農地法第３条の３第１項の規定による相続の届出について 

第 ８  議案第５号 農地法第１８条第６項の規定による合意解約について 

第 ９  議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積 

計画の決定について 

第１０  議案第７号 農業経営基盤強化促進法に基づく北竜町農業経営基盤強化促進 

基本構想の見直しについて 

 

６．農業委員会事務局職員 

    川本弥生事務局長・滝上和昭農地推進員・手嶋啓太主事 

 

７．参与   

    續木敬子産業課長   
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事務局長(川本)  

 

 

 

 

 

会 長（水谷） 

 

 

 

 

議 長（会長) 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

参与（續木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

只今から、令和４年第２回農業委員会を開催します。 

 本日は、全１１名の委員が出席で、会議規則第６条の規程により会議が

成立しておりますので報告いたします。 

それでは、水谷会長より挨拶を頂き、議事の進行をお願いいたします。 

 

  

 コロナのまん延防止状態が続いています。昨年に引き続き何も出来ない

憂鬱な冬が終わろうとしています。昨年以上に営農が厳しい事が予想され

ますので、春から気を引き締めて行って頂きたいと思います。 

 

 

 これより令和４年 第２回農業委員会総会を開会致します。 

  

 

 日程第１ 署名委員の選出について 

 善岡代理・川瀬委員にお願い致します。 

 

 

日程第２ 会議書記の指名 会議書記には、川本事務局長 滝上農地推

進員 手嶋主事 を配置いたします。 

 

 

日程第３ 農政報告   續木産業課長よりお願い申し上げます。 

 

 

 農政報告と致しまして、既に各営農組合、新聞報道等でご存じかと思い

ますが、昨年１２月に北海道の生産の目安について提示がされておりま

す。それに基づき、北竜町の生産の目安については主食用うるち米におい

ては 8,505.37トン、面積換算 1,440.6㏊、もち米については 559.263ト

ン、面積 94.6 ㏊昨年よりも更に厳しいトン数及び面積の換算となってい

ます。配分に係る案件につきましては北竜町農業再生協議会を３月４日に

書面会議にて開催を予定しており、こちらの承認に基づき、JAより各営農

組合長を通じて皆様に提示・調整をさせて頂くこととなっております。次

にひまわりバンク育成基金でありますが、１０年間の担い手に係る資金の

増資として令和元年から３年までの３年間増資を頂きました。ご協力に感

謝申し上げます。先の営農組合長会議でもこれから就農される方の報告に

ついてお願いをしたところでありますが、本年奨励金の対象となられる方

は現在３名いらっしゃいます。申請時に地域の営農組合長、農業委員の推

薦状が必要となりますので、ご協力をお願い致します。 

以上農政報告と致します。 
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議  長 

 

 

事務局長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

日程第４ 農業委員会会務報告をお願いします。 

 

 

会務報告 ４ページをお開き下さい。 

【４ページ朗読】 

 

 

日程第５ 議事参与の制限について 

議案第５号と６号で高田委員に議事参与の制限がかかります。 

 

それではこれより、報告２件、議案３件の審議に入ります。 

 

 

日程第６ 報告第４号 農業者年金（旧制度・老齢年金）裁定請求の進

達について、説明願います。 

 

 

５ページをお開き下さい。 

報告第４号 農業者年金（旧制度・老齢年金）裁定請求の進達について 

 

平成１３年改正農業者年金基金法附則第８条第１項の規定により読み

替えられて、なおその効力を有する者とされた旧法施行規則第２６条の規

定に基づき、別紙の者に係わる旧老齢者年金裁定請求書を進達したので報

告する。 

 

令和４年２月２４日提出  

 

６ページをご覧下さい。 

 老齢年金番号  ７６ 

 氏  名   三谷  村上 光浩さん 

生年月日   昭和32年 2月3日 

進達日    令和4年 2月9日 

年金加入期間 平成元年 11月1日～平成14年1月 1日 

満65歳到達による裁定請求です。 

以上で報告を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 
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議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

日程第７ 報告第５号 農地法第３条第１項の規定による相続の届出

について説明願います。 

 

 

７ページをお開き下さい。 

報告第５号 農地法第３条の３第１項の規定による相続の届出につい

て 

 

農地法第３条の３第１項の規定による相続により権利を取得した旨の

届け出を別紙のとおり受けたので報告する。 

 

令和４年２月２４日提出 

 

次のページをご覧下さい。 

受理番号 ４－２ 相続 

権利取得者 和本町 福嶋 幸一さん 

権利移譲者 父親の福嶋唯夫さんが令和２年３月１５日に亡くなられ

相続をしました。 

土地の所在は板谷６９番地２外１筆です。 

畑が２筆で 合計面積 １，０５４㎡です。 

土地は資料１ページに航空写真がありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

次に、日程第８ 議案第５号 農地法第１８条第６項の規定による合意

解約について、高田委員に議事参与の制限がかかりますので宜しくお願い

します。では説明願います。  

 

 

９ページをお開き下さい。 

議案第５号 農地法第１８条第６項の規定による合意解約について 

 

農地法第１８条第６項の規定により、合意解約のあった、別紙の件につ

いて議決を求める。 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年２月２４日提出 

 

次のページをご覧下さい。 

 番号 ４－２ 合意解約  

 貸 主  三 谷 高田 秋光 

借 主  三 谷 農事組合法人みずほファーマーズ 

契約の内容は使用貸借です。 

土地の所在は三谷３３番地２ 畑が１筆で 

合計面積が ５２８㎡です。 

資料２ページに航空写真がありますのでご参照下さい。 

 

次のページをご覧下さい。 

 番号 ４－３ 合意解約  

 貸 主  三 谷 高田 秋光 

借 主  三 谷 農事組合法人みずほファーマーズ 

契約の内容は賃貸借です。 

土地の所在は三谷９１番地２ 畑が１筆で 

合計面積が １，０９２㎡です。 

資料３ページに航空写真がありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。承認される方は、挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

日程第８ 議案第５号 農地法第１８条第６項の規定による合意解約

について承認されました。 

高田委員の議事参与の制限を解きます。 

 

次に、日程第９ 議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定

による農用地利用集積計画の決定について、説明願います。 
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

事務局長 

 

１２ページをご覧下さい。 

議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利

用集積計画の決定について 

 

 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定により、北竜町から決定を求め

られた、別紙の農用地利用集積計画について議決を求める。 

 

令和４年２月２４日提出   

 

次のページをご覧下さい。 

番号 ４－贈－２ 

所有権の移転を受ける者 板 谷  松本  和宏 

所有権の移転する者   板 谷  大田原 繁喜 

所有権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

所有権の移転内容は、贈与です。 

移転時期は、令和４年２月２４日です。 

土地の所在は、板谷８２番地１６です。 

田が１筆で面積は３５５㎡です。 

資料の４ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。 

番号４－贈－２承認とされる方は挙手をお願いいたします。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号４－贈－２について承認されました。 

次に番号４－贈－３について高田委員に議事参与の制限がかかります

ので宜しくお願いします。では説明願います。 

 

 

次のページをご覧下さい 

番号 ４－贈－３ 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所有権の移転を受ける者 三 谷  農事組合法人みずほﾌｧｰﾏｰｽﾞ 

所有権の移転する者   三 谷  高田 秋光 

所有権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

所有権の移転内容は、贈与です。 

移転時期は、令和４年２月２４日です。 

土地の所在は、三谷９１番地２です。 

田が１筆で面積は１，０９２㎡です。 

資料の３ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。 

番号４－贈－３承認とされる方は挙手をお願いいたします。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号４－贈－３について、承認されました。 

高田委員の議事参与の制限を解きます。 

次に番号４－売－６について説明願います。 

 

 

次のページをご覧下さい 

番号 ４－売－６ 

所有権の移転を受ける者 札幌市 北海道農業公社 

所有権の移転する者   板 谷 大田原 繁喜 

所有権の移転内容は、売買です。 

移転時期は、令和４年２月２４日です。 

対価の支払期限は、令和４年４月１３日です。 

売買価格は、３５，１７７，０００円です。 

土地の所在は、板谷６０番地３外１４筆、田が１５筆で 

面積は１２８，０５３㎡となっております。 

資料の５ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。 

番号４－売－６承認とされる方は挙手をお願いいたします。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号４－売－６について、承認されました。 

次に番号４－売－７について説明願います。 

 

 

次のページをご覧下さい 

番号 ４－売－７ 

所有権の移転を受ける者 札幌市 北海道農業公社 

所有権の移転する者   砂川市 上口 聰 

所有権の移転内容は、売買です。 

移転時期は、令和４年２月２４日です。 

対価の支払期限は、令和４年４月１３日です。 

売買価格は、５，５９４，０００円です。 

土地の所在は、板谷７９番地３外２筆、田が３筆で 

面積は２１，６６９㎡となっております。 

資料の６ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。 

番号４－売－７承認とされる方は挙手をお願いいたします。 

 

 

【全員挙手】 
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議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

番号４－売－７について、承認されました。 

次に番号４－売－８について説明願います。 

 

 

次のページをご覧下さい 

番号 ４－売－８ 

所有権の移転を受ける者 岩 村 竹林 均 

所有権の移転する者   岩 村 北清 敏美 

所有権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

所有権の移転内容は、売買です。 

移転時期は、令和４年２月２４日です。 

対価の支払期限は、令和４年３月３１日です。 

売買価格は、１，２１９，０００円です。 

土地の所在は、岩村６１番地２外で、田１筆、 

面積は５，８４５㎡となっております。 

資料の７ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。 

番号４－売－８承認とされる方は挙手をお願いいたします。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号４－売－８について、承認されました。 

次に番号４－賃－９ついてですが、高田委員に議事参与の制限がかかり

ますので宜しくお願いします。それでは説明願います。 

 

 

次のページをご覧下さい。 

 番号 ４－賃－９ 

利用権の設定を受ける者 三 谷  株式会社 高田 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委 員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

利用権の設定する者   三 谷  高田 秋光 

利用権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

利用権の種類は、賃貸借です。 

賃貸期間は、令和４年２月２４日から令和１３年１２月３１日です。 

賃貸料は、１、０００円です。 

５a 反当２，０００円です。 

支払方法は、毎年１１月３０日までに指定口座に振り込み。 

土地の所在は、三谷３３番地２ 

畑が１筆で、面積 ５２８㎡です。 

資料の２ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

質疑等がありませんので採決します。 

番号 ４－賃－９について承認される方は、挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号 ４－賃－９について承認いたします。 

高田委員の議事参与の制限を解きます。 

 

日程第９ 議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定によ

る農用地利用集積計画の決定については全て承認といたします。 

 

日程第１０ 議案第７号 農業経営基盤強化促進法に基づく北竜町農

業経営基盤強化促進基本構想の見直しについて説明願います。 

 

 

１９ページをお開き下さい。 

 議案第７号 農業経営基盤強化促進法に基づく北竜町農業経営基盤強

化促進基本構想の見直しについて 

 

令和４年２月１８日付け北産農担号をもって北竜町長より照会のあっ

た北竜町農業経営基盤強化促進基本構想の一部見直しについて、農業経営
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手嶋主事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

手嶋主事 

 

 

 

 

議  長 

 

 

手嶋主事 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

基盤強化促進法施行規則第２条の規定により、農業委員会の意見を求めら

れたので審議する。      

        

令和４年２月２４日提出  

 

内容につきましては手嶋主事より説明致します。 

 

 

 本構想の見直しについて説明致します。基本構想は基盤強化促進法に基

づき、町がどのような指針をもって法律に基づき事業を行っていくか、こ

の基本構想によって行われています。前回は２８年に見直しを行ってお

り、今回は道の基本方針が改正されたことにより、町の基本構想の見直し

が必要となっております。（基本構想案及び新旧対照表により、改正点の

説明）大きな改正点は以上となり、そのほかに文言の修正等も合わせて行

っております。 

以上で説明を終わります。 

 

 

 まずは内容の確認をお願いします。 

 これは４月１日からすぐなのか。 

 

 

 ３月に道に提出、知事の許可を得て出来れば３月に公告したいと考え

ています。知事の許可次第で４月にずれ込む場合もあります。 

 内容は北海道から提示された具体例に沿って改正を行っています。 

 

 

 個別経営体の例が多いのでは。 

 

 

 町内で考えられる事例を全て載せてあります。これに基づき目安を作

ることとなります。 

 

 

内容が多いですが、現段階で質疑等ございますか。 

 

 

【質疑等なし】 

 

 

採決いたします。承認とされる方は挙手をお願いいたします。 
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委  員 

 

 

議  長 

 

 

【全員挙手】 

  

 

日程第１０ 議案第７号 農業経営基盤強化促進法に基づく北竜町農

業経営基盤強化促進基本構想の見直しについては承認と致します。 

 

以上で第２回農業委員会総会終了致します。 

 

 

 

 


